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１【提出理由】

　当社は平成30年３月13日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議し、平成30年３月16日付で売買契約書を締

結しました。これに伴い、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事

象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

平成30年３月13日

 

(2）当該事象の内容

①　譲渡の理由

　遊休不動産の処分のため、当社及び連結子会社が保有する以下の固定資産を譲渡するものです。

 

②　譲渡資産の内容

資産の内容及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 譲渡益 現況

大阪府泉佐野市りんくう往

来南３番３
   

建物敷地以外を有料駐

車場として使用

遊休状態

土地5,113.19㎡（注）及び

建物655.19㎡（株式会社ア

サヒケータリング旧工場）

930百万円 322百万円 607百万円

　（注）　共有持分割合　　当社　　　　　　　　　　　　　37.4％

株式会社アサヒケータリング　　62.6％

 

③　譲渡先の概要

名称 タイヨーハウス株式会社

本店所在地 大阪市北区梅田１丁目11番4-1900号

代表者 代表取締役　　米﨑　義太郎

資本金 80百万円

設立年月日 平成７年３月９日

主な事業内容 不動産開発事業、不動産賃貸事業

当社との関係
記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はなく、当社の関連当事者にも該当いたしませ

ん。

 

④　譲渡の日程

取締役会決議日　　平成30年３月13日

契約締結日　　　　平成30年３月16日

物件引渡日　　　　平成30年３月30日

 

(3）当該事象の連結損益に与える影響額

　当該固定資産の譲渡に伴い、平成30年３月期の連結決算において、固定資産売却益607百万円を特別利益として計

上する予定であります。
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